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論文内容の要旨

本稿は、安全保障を強化するものとして一定の評価を確立した信頼安全醸成措置 (Confidence-and Securi tyｭ

Building Measures: CSBM) につき、欧州における CSBM メカニズムの発展過程を検討することにより、 CSBM の

有効性を明らかにし、かっ、その発展と有効性確保に貢献する要素を明らかにする。最も先進的とされる欧州の取り

組みからこれらを明らかにすることで、他地域での CSBM の更なる発展に寄与し、他地域での安全保障強化に寄与

することを目指すものであるo

そのために本稿は次のような構成をとる。第 l 章では、 CBM/CSBM 概念の発祥および従来の CBM/CSBM 研

究を概観するo 第 2 章は、欧州における CSBM ぷカニズムの構造と有効性を明確化するために、「へルシンキ最終議

定書」から「ウィーン文書1994J までの五つの取決めを用いて分析するo 第 3 章では、地域紛争に直面した欧州にお

いて、従来の取決めでは対応に限界があった点に着目し、 CSBM の新たな活用の可能'性につき、ボスニア・ヘルツェ

ゴピナ紛争後の CSBM 取決めを分析することで明らかにしてしぺ。そして第 4 章は、第 l 章からの 3 章までの分析

をもとに結論に充てるo すなわち、欧州での CSBM は、措置機能の面からも信頼醸成過程からも有効であった。そ

してメカニズムの発展と有効性には、国家間に存在する脅威に対応した機能設定と、当該機能を果たし得る措置の導

入、漸進的アプローチによる履行確保、安定的発展のための常設機関設置、インセンティブおよび基礎的信頼感の欠

落した紛争直後のような環境下では、有効な履行を確保するための第三者機関の介在、といった諸点が有用であるこ

とがわかるのであるo

論文審査の結果の要旨

本論文は、 1975年以降の欧州における信頼安全醸成措置 (CSBM) を、欧州安保協力機構 (OSCE) の活動を機軸

に、その歴史的発展を念頭におきながら、包括的に検討するものである。まず CSBM の発祥からその発展過程を先

行研究を十分岨暢しながら検討し、その導入の背景を明らかにし、さらに取り決めの構造をその発展過程を中心に考

察し、対象領域の拡大と措置内容の精織化の観点から分析を進めるo そのような規律の発展を一方で分析しつつ、そ

れが実際にどう履行されてきたかを詳細に検討し、欧州において進められてきた CSBM がその機能の側面からもま
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た信頼醸成過程の側面からもきわめて有益であったと結論するo

冷戦期および冷戦終結直後は全国家を対象とし、国家を単位とする措置の実施が中心であったが、その後人種や宗

教に基づく地域紛争が勃発するようになり、 OSCE も国内紛争への CSBM の適用を試みるようになる。本論文はそ

の後半部分で、ボスニア・ヘルツェゴピナ紛争後の OSCE の CSBM 取り決めを取り上げ、その合意の特性と構造を

明らかにし、またその履行状況を検討し、 CSBM の新たな進展として高く評価するo さらに CSBM の有効性確保の

諸要因を明らかにし、将来の発展の可能性やアジアなど他地域への適用の可能性を考察している。

本論文は、これまで日本では十分に包括的には行われてこなかった OSCE の CSBM を新たな進展をも視野に入れ

てきわめて包括的に研究しており、結論部分において説得力ある議論を展開しているものであるo その意味で学界に

対する貢献も高いものであると考えられる優秀な研究であり、また自立した研究者として研究を進めるに十分な資質

を読み取ることができるので、国際公共政策の学位を授与するのに十分に値するものと考えるo
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